
様式第97号(刑訴第260条,規程第60条)

処 分 通 知 書

主の乙のほ砂碕藍新星

令和 2 年 ′/月 ブ0 日

検事
へ

上 村

貴殿から令和2年8月 4 目付けで告訴のあった次の被疑事件は,下記のとお

り,処分したので通知します。言

記 日且

1被 疑 者 高橋 伸二,原田 英明,福島 翔也

2 罪 名 名誉毀損

3 事件番号 令和2年検第1729, 1730, 1731号

4 処分年月日 令和2年′/月ブ〇日

5 処分区分 不起訴



様式第1 19号(刑訴法第261条,規程第76条)

今 井

ユ0∠0ほ2ラ郵送老輩.

不起訴処分理由告知書

令和2年12月上土日

堀
江
子
持

蟹蜜事
上村

貴殿の請求により下記のとおり告知します。

記 白亜

貴殿から令和2年8月4目付けで告訴のあった 高橋伸二,原田英明,福島翔也 に対

する 名誉毀損 被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。

(不起訴処分の理由)

罪とならず

令和2年検第1729ないし1731号 


	CR54J-1
	CR54J-2



